
東日本ガスをご利用の皆様へ

原料費調整制度改正の
お知らせ

謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、このたび、ガス事業法の改正により原料費調整の
方法が変更となり、東日本ガスは小口規制ガス料金に
おいて従来、原料費調整制度に基づき四半期ごとに
行っていたガス料金（単位料金）の調整を毎月に変更し、
７月検針分から実施します。
　
  この変更により、原料価格の変動が速やかにガス料金に
反映され、ガス料金の急激な変動が緩和されます。
　
  当社は引き続き、ガスの安定供給ならびに保安の確保に
努めるとともに、経営の効率化と一層のサービス向上に
取り組み、お客さまと地域社会のみなさまからの信頼に
応えてまいります。
　今後とも変わらぬご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

平成２１年６月

東日本ガス株式会社



○

調整

3ヶ月平均原料価格 調整

２００８年

3ヶ月平均原料価格 調整

3ヶ月平均原料価格

２００９年 ２０１０年

２０１０年

(取手・我孫子地区）

(印旛郡栄地区）

２０１０年
10月 11月 12月 1月 2月 3月

２００９年

11月 12月10月 11月 12月 1月 2月 3月 6月 7月

3ヶ月平均原料価格

7月 8月 9月

料金単価の調整

1月 2月

料金単価の調整６ヶ月平均原料価格

3月2月 3月 4月 5月

2月 3月

6月

料金単価の調整

料金単価の調整

10月9月4月 5月

12月10月 11月 12月

1月

1月 11月10月9月8月7月

8月6月 9月

調整

調整

調整

3ヶ月平均原料価格

調整

11月 12月 1月 2月7月 8月 9月 10月

調整

２００９年

3ヶ月平均原料価格

3ヶ月平均原料価格

3ヶ月平均原料価格

3ヶ月平均原料価格

5月3月 4月 7月

従前は３ヶ月の平均原料価格をもとに、３ヶ月後の従量料金単価を、取手・我孫子地区は３ヶ月ごとに､印旛
郡栄地区は６ヶ月毎に調整していましたが、２００９年７月分料金からは、３ヶ月の平均原料価格をもとに、２ヵ
月後の従量料金単価を、毎月調整させていただきます。
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変更１：原料費・単位料金の調整月が変わります
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平均原料価格算定期間　　　単位料金調整月

　　　１～３月　　　　　⇒　　　　６月
　　　２～４月　　　　　⇒　　　　７月
　　　３～５月　　　　　⇒　　　　８月
　　　４～６月　　　　　⇒　　　　９月
　　　５～７月　　　　　⇒　　　１０月
　　　６～８月　　　　　⇒　　　１１月
　　　７～９月　　　　　⇒　　　１２月
　　８～１０月　　　　　⇒　翌年１月
　　９～１１月　　　　　⇒　翌年２月
　１０～１２月　　　　　⇒　翌年３月
１１～翌年１月　　　　⇒　翌年４月
１２～翌年２月　　　　⇒　翌年５月

従来より迅速に、
原料価格が料金
に反映されます
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２００９年７月より全地区
新制度に移行



○ 従前は平均原料価格が基準平均原料価格の±５％以内の場合は従量料金
単価を調整いたしませんでしたが、２００９年７月分料金からは±５％以内の
変動でも、従量料金単価を調整いたします。

○ ７月以降の単価につきましては、従来どおり検針票にてお知らせいたします。
○ 弊社ホームページ（http://www.hngas.co.jp)では、翌月の単価および、原料費

調整制度についてご覧いただけます。
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○ 今回の原料費調整制度の変更により原料価格の算定期間が変わるため、
現行の制度のままで変更がなかった場合と、新しい制度の下での７月分
単価は以下のように差額が生じます。

＊弊社一般家庭平均使用量の場合（３５㎥（４５MJ））
４～６月適用料金（現行） １，２４９．５０＋１７３．７１×３５＝７，３２９円（税込）
7月適用料金（新しい制度）１，２４９．５０＋１５１．７９×３５＝６，５６２円（税込）

＊弊社一般家庭平均使用量の場合（２５㎥（６２．８MJ））
４～６月適用料金（現行） １，３９６．５０＋２１８．７９×２５＝６，８６６円（税込）
7月適用料金（新しい制度）１，３９６．５０＋１６５．７４×２５＝５，５４０円（税込）

参考：制度変更による７月分料金の違い

基準価格：５３，８１０円
原料期間：１～３月
原料価格：５２，５６０円

６月単価：１７３．７１円
７月単価：１５７．５９円
 差　　額：－１６．１２円
＊一般契約B料金の場合

基準価格：５３，８１０円
原料期間：２～４月
原料価格：４６，８７０円

６月単価：１７３．７１円
７月単価：１５１．７９円
 差　　額：－２１．９２円
＊一般契約B料金の場合

<現行の制度> <新しい制度>

取手・我孫子地区

基準価格：７５，９３０円
原料期間：前年７～１２月
原料価格：８３，１２０円

６月単価：２１８．７９円
７月単価：２１８．７９円
 差　　額：±０円
＊一般契約B料金の場合

基準価格：７５，９３０円
原料期間：２～４月
原料価格：４５，２５０円

６月単価：２１８．７９円
７月単価：１６５．７４円
 差　　額：－５３．０５円
＊一般契約B料金の場合

<現行の制度> <新しい制度>

印旛郡栄地区
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